
　 現場技術業務委託

質　　問

　施工　第0-0004号内訳表　業務用自動車運転費につきまして、本業務において想
定しておられます自動車の台数についてご教授願います。
　また、実際に業務上必要な自動車台数が、想定されておられます台数を超えた場
合、設計変更の対象になりますでしょうか。併せてご教授願います。

回　　答
　業務用自動車の台数は１台を想定しておりますが、業務遂行上２台以上必要とな
る場合は、協議の上変更するものとします。

設計図書等に対する質問回答（令和6年2月20日公告分）

業　務　名

以下質問はありません。

令和6年2月20日公告分の案件について(お知らせ)

　 （重要）【固定型最低制限価格の算定式の改正について】
　 平成30年7月1日から固定型最低制限価格の算定式を改正しています。改正の内容については、
明石市ホームページに掲載していますのでご参照願います。
（URL：http://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/keiyaku_ka/documents/20180701-
teinyuusatuchousakijyunnkakaku-koteigatasaiteiseigennkakaku.pdf）
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